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◆天気図は、「下請中小企業経営動向調査」結果並びに下請取引あっせん業務の窓口から見た生産状況、収益性を総合的にとらえたものです。 
◆『精密板金』『表面処理』については『金属製品』に取りまとめています。 
 

（対象期間　平成（対象期間　平成14年7月～9月） 
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業種加工内容 

【繊維・繊維製品】 

【合成樹脂製品】 

【鋳　　造】 

【鉄骨・製缶】 

【機械加工】 

【プレス・金型】 

【金属製品】 

【組　　立】 

ポ イ ン ト  現況 見通し 

かなり悪い 

業種別下請関連企業の 
現況と見通し 

　今期「売上が増加した」が前期の11％から17％に、「利益が増加した」が
7％から13％に増加している。「新商品の発売でフル操業」という企業も
あった。 
しかし、「受注単価が値上りした」は平成13年度第４四半期から３期連続
で0となっており、海外製品との競合による単価の低下は今後も避けられ
ないものと見られる。 

　「売上が増加した」が22％から38％に、「利益が増加した」が14％から
29％に大きく増加し、全業種中最高である。特に、自動車及び光学機器の
部品が好調である。ただし、「業界全体が上向き」は18％から5％に落ち込
んでおり、今後についての期待感は見られない。実際に、「現在は好調であ
るが一過性のもの」という冷めた意見もある。 

　「操業度100％以下」の企業が85％を占めており、生産活動が全く振る
わない様子がうかがえる。さらに、「売上が減少した」及び「利益が減少した」
がそれぞれ64％から69％に、71％から77％に増えている。９月に自動
車部品メーカーが県内に立地したが、これを好機とするためには、いっそ
うのコスト対応力が求められる。 

　「業界全体が下向き」が74％で全業種中最高となっており、将来に対す
る危機感が強い。「受注単価が値上りした」は現在の調査方式となった平
成13年度第１四半期から0のままとなっており、単価下落の傾向はもは
や構造的なものと言える。 

　「売上が減少した」が62％から76％に増加し、全業種中最高となった。
さらに、「利益が増加した」が16％から11％に減少しているほか、前期は
少数（8％）ながらあった「業界全体が上向き」も0になるなど、前期に見ら
れた回復傾向が急速にしぼみつつある。 

　「売上が増加した」は5％→21％→23％と今期はゆるやかになったが、
２期連続で増加している。「利益が増加した」も5％から14％に増加して
おり、わずかながら改善の傾向が見られる。しかし、「受注単価が値上りし
た」は他の業種と同様0であり、「忙しい割には利益が上がらない（ある回
答企業）」状況となっている。 

　「操業度100％超」（「100％超120％未満」及び「120％以上」の合算）の
51％は全業種中最高である。特に、表面処理の企業に好調なところが多
かった。しかし、「（今期は）半導体製造装置が好調」とした企業がある一方、
「半導体製造装置は今後落ち込むだろう」という意見もあり、今後につい
ては不安を残している。 

　「売上が増加した」が6％→13％→25％と２期連続で増加しているほか、
「利益が増加した」も8％から25％に増加している。しかし、今後について
は発注企業の内製化や海外移管による受注減が確実となっている企業も
少なからずあり、見通しは必ずしも明るいものではない。 

 お問合わせ先 取引支援課 TEL 019-621-5385　FAX 019-624-5480 
  URL http://www.joho-iwate.or.jp/torihiki/　E-mail sitauke@joho-iwate.or.jp

11月は下請取引 
適正化月間です 
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下請取引のルールは「下
請代金支払遅延等防止法」
（下請法）で定められてい
ます。
下請法の目的は、親事業者がルール

を順守することによって下請取引をよ
り公正なものにし、下請企業の利益の
保護を図ることです。
下請法が下請企業の利益の保護を図るため、親
事業者に禁じている行為（概要）は次のとおり
です。

受領拒否の禁止
親事業者は、下請事業者に責任がないのに、

いったん注文した物品の受領を拒んではなりま
せん。

支払遅延の禁止
親事業者は、下請代金を物品の受領後60日

以内に支払わなければなりません。

下請代金の減額の禁止
親事業者は、下請事業者に責任がないのに、

あらかじめ決めた下請代金を支払時に減額して
はなりません。

返品の禁止
親事業者は、下請事業者に責任がないのに、

受領した物品を返品してはなりません。

買いたたきの禁止
親事業者は、著しく低い下請代金を不当に定
めてはなりません。

購入強制の禁止
親事業者は、製品を均質にするため原材料や
工具・備品等を自己から購入させる場合を除い
て、自己の指定する物の購入を強制してはなり
ません。

有償支給原材料等
の対価の早期決済
の禁止
親事業者は、有償支給した

原材料等の対価を下請代金の支払期日よ
り早い時期に支払わせてはなりません。

割引困難な手形の交付の禁止
親事業者は、下請代金を一般の金融機関で割
り引くことが困難な長期手形により支払っては
なりません。

公正取引委員会及び中小企業庁では、定期
的に下請取引の実態を調査し、これらに該当
する行為が起きていないかどうかをチェック
しています。そして、親事業者がこれらに該
当する行為をしているときは、その行為をや
めさせるとともに下請事業者が受けた不利益
の回復措置を講じています。
下請取引に関する相談等は下記の専門機関で
受けていますので、お気軽にお問い合わせくだ
さい。なお、軽易な相談であれば、当センター
取引支援課（直通 1 019-621-5385）でも
応じています。

公正取引委員会東北事務所取引部企業取引課
1 022-225-7095

東北経済産業局取引支援課
1 022-263-1111

産業情報いわて 1110 sangyo joho-iwate

「地域見本市等出展費用助成事業」
助成申込受付の終了について
当センター取引支援課では、県内登録企業を

対象として、国内で開催される見本市、展示会

等に出展する際の費用の全部または一部を助成

する「地域見本市等出展費用助成事業」の申込

を受け付けておりましたが、既に申込額が当初

予定した金額に達する見込みですので、申込受

付を終了いたします。


